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令和２年　与党税制改正大綱（消費税編）を読み解く

消費税還付申告にとっては「令和の鉄槌！」 いよいよ住宅用賃貸建物の還付は終焉か？ それともﾗｽﾄﾁｬﾝｽと捉えるか？

ﾀｲﾄﾙ：居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化
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居住用建物の取得にかかる消費税の仕入税額控除制度について、次の見直しを行う。
①の改正は令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入を行った場合について適用する。また、①の改正は令和2年3月31

日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入【新築】を行った場合には、適用しない。

【消費税還付を認める】

何としても実際の引渡しが令和2年9月30日までに済むように計画を立てて販売してください。ミスは許されません！
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住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物【事務所・ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ等】以外の建物【居住用賃貸建物】であって高額特定

資産【1,000万円以上の資産】に該当するもの（以下「居住用賃貸建物」という。）の課税仕入れについては、仕入税額控

除制度の適用を認めない【支払った消費税を差引くことができない⇒消費税還付を認めない】こととする。ただし、居住

用建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分【事務所・ﾃﾅﾝﾄ部分のことですが、どのように判定する

のかは4/1以降の発表待ち】については、引き続き仕入税額控除制度の対象【支払った消費税を差引くことができる⇒消

費税還付を認める】とする。

①の改正は令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合について適用する。また、①の改正は令和2年3月

31日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入【新築】を行った場合には、適用しない。

【消費税還付を認める】

住宅専用の建物については消費税還付を認めない。ただし、事務所・ﾃﾅﾝﾄ部分の還付は一部認めるというものです。改正

前とは対応が変わりました。上記①と基本的には対応は変わりません。

建築可能な土地をお持ちの方は令和2年3月31日までに業者と建築請負契約を結んでください。完成時期はいつでもかまい

ません。改正法の下で合法的に消費税還付を受けられます。土地を保有していないけれど建築する意思があり、建物の消

費税還付を受けたいと考えている方は何としても令和2年3月31日までに土地売買契約を交わし、その土地に建築するｱﾊﾟｰ

ﾄ・ﾏﾝｼｮﾝの建築請負契約を令和2年3月31までに締結してください。細部の設計・金額の変更は構いません。

建築可能な土地をお持ちのお客様には令和2年3月31日までに御社と建築請負契約を結ぶよう強烈な営業活動を起こしてく

ださい。完成時期はいつでもかまいません。改正法の下で合法的に消費税還付を受けられます。土地を保有していないけ

れど建築する意思があり、建物の消費税還付を受けたいと考えている方には何としても令和2年3月31日までに土地売買契

約を交わし、その土地に建築するｱﾊﾟｰﾄ・ﾏﾝｼｮﾝの建築請負契約を令和2年3月31までに締結するよう強烈な営業活動を起こ

してください。建築費の消費税還付を受けられるﾗｽﾄﾁｬﾝｽ！です。細部の設計・金額の変更は構いません。
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住宅の貸付けに係る契約において貸付に係る用途が明らかにされていない場合【契約書では居住用に限定するという文言

が無くても】であっても、当該建物の状況等から人の居住の用に供することが明らかな貸付け【設計図面・登記事項等で

判定し、契約ﾍﾞｰｽから実態ﾍﾞｰｽでの切り替えが行われました】については、消費税を非課税【該当する物件に関しての消

費税還付は認めない】とする。

②の改正は令和2年4月1以後に行われる貸付けについて適用する。

新しく新設される予定の規定です。ｻﾌﾞﾘｰｽで消費税還付に規制が入っても申告は継続可能だと思っているのは一部の税理

士のみです。そもそも消費税還付に不慣れな税理士には想像すらできない世界だと思います。「人の居住の用に供するこ

とが明らか」は何をもって判断するのでしょうか？⇒詳細は4/1以降の発表待ちです。

何としても実際の引渡しが令和2年9月30日までに済むように計画を立てて販売してください。ミスは許されません！

皆様へのお願い：今回の税制改正により消費税還付申告に「鉄槌が下されました」。上記の期限を厳守して還付を受けることが最後の

チャンスとなります。ぜひ御社のお客様にも消費税還付の喜びを享受していただきたいと存じます。

建築費総額の10％相当額の消費税還付を受けられるかどうかはお客様の不動産経営のキャッシュフローにおきまして、大きなプラス要

因になり、お客様の不動産経営の安全性を高めることのできる素晴らしいツールと考えます。

つきましては、まずは御社の営業担当者様向けに、その後御社のお客様向けに「建築費の消費税を受けることができるラストチャン

ス」というタイトルでセミナーを企画していただければ幸いです。


